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東北支社（宮城県仙台市青葉区、支社長 斎藤
さいとう

 貴
たかし

）受持区域内の羽後豊川郵便局元社員によるつり銭横

領及び窃取事案が判明しましたので、お知らせします。 

このような事態を発生させ、関係の皆さまにご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げま

す。 

 今回の事態を真摯に受け止め、社員指導を徹底してまいります。 

 

1 発生局 

 羽後豊川郵便局（秋田県大仙市豊川八丁堀関下 24-2） 

 

2 行為者 

     元アソシエイト社員 

    ※2026年 5月 25日（月）、懲戒解雇 

 

3 概要 

① 2026 年 4 月 7 日（火）、行為者は、配達業務に従事中、自身が管理するつり銭から 16,800 円を

横領したものです。 

② 同月 16 日（木）、行為者は、自身が使用するつり銭袋の他に、別のつり銭袋を局外に持ち出し、

配達業務に従事中、同つり銭袋から 13,000円を窃取したものです。 

 
4 発覚の端緒 

  2026年 4月 17日（金）、当社秋田検査・コンプライアンス支援室において、当該局のつり銭袋を点

検したところ、29,800円が不足しており、社内調査を行った結果、本件が発覚しました。 

 

5 警察への相談 

2026年 4月 23日（木）、所轄の警察署に相談しています。 

 

6 その他 

   今般の事案を受けて、必要かつ適切な再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス指導の徹底に

努めてまいります。 

 

以 上 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

日本郵便株式会社 東北支社 

経営管理部 広報担当 

電話：（直通）022-267-7654 

秋田県 羽後豊川
う ご と よ か わ

郵便局元社員によるつり銭横領等 


